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基礎自治体
条　例

法　　令

道州条例

憲　　　法

【モデルＢ】必ずしも国法の個別具体の委任を要しない 

個別具体

の委任 

道州が創設した事務

大括りの委任
ex.基礎自治体は、道州及び

基礎自治体の条例に定める

ところにより、その区域内

の汚水を処理する･･･ 

あるべき関係を保障する仕組みが必要
 

 【具体的な仕組みの例】 

① 道州の立法の役割を明確化する仕組み 
 ・国、道州、基礎自治体の役割及びそれぞれの

法・条例のあるべき関係について国法に規定

 ・道州ごとに自治憲章等に規定 

 

② 道州条例の立法過程に基礎自治体が参画

する仕組み 
 ・道州に対する基礎自治体又は連合組織からの

意見聴取と回答の義務付け 

 ・道州と基礎自治体の代表者による「地方行財

政会議（仮）」の設置 

 ・基礎自治体の首長と道州議会議員の兼職制度

の導入など道州議会の構成や選挙制度での

考慮 

 ・基礎自治体の首長で構成する諮問機関の設置

 

③ 事後の紛争処理のための仕組み 
 ・自治紛争処理委員制度の活用又は公平・公正

な第三者によって調整を図る機関を設置 

 ・司法による解決を図る制度の構築 

憲　　　法

法　　令

基礎自治体
条　例

道州条例

法律（憲法）による授権
ex.道州は、基礎自治体の事務に

関し、道州と基礎自治体の役割

分担を踏まえた、最小限度の内

容に限り、条例で必要な規定を

設けることができる･･･ 

個別具体 

の委任 

おのずから 

あるべき関係は

担保される 

【モデルＡ】常に国法の個別具体の委任を要する 


